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経
済
社
会
理
事
会
決
議
一
五
〇
三

（XLVIII

）（
人
権
及
び
基
本
的
自
由

の
侵
害
に
関
す
る
通
報
を
取
り
扱
う

手
続
）

採　
　

択　

一
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七
〇
年
五
月
二
七
日

　
　
　
　
　

国
際
連
合
第
四
八
回
経
済
社
会
理
事
会

　　

経
済
社
会
理
事
会
は
、

人
権
委
員
会
決
議
七（X

X
V

I

）
及
び
一
七（X

X
V

）
並
び
に

差
別
防
止
及
び
少
数
者
保
護
小
委
員
会
決
議
二（X

X
I

）に
留
意

し
て
、

一

差
別
防
止
及
び
少
数
者
保
護
小
委
員
会
に
対
し
、
地
理
的

配
分
に
妥
当
な
考
慮
を
払
い
、
五
人
を
超
え
な
い
委
員
で
構

成
す
る
作
業
部
会
を
任
命
す
る
権
限
を
付
与
す
る
。
同
作
業

部
会
は
、
毎
年
一
回
小
委
員
会
の
会
期
直
前
に
一
〇
日
を
超

え
な
い
期
間
非
公
開
で
会
合
し
て
、
一
九
五
九
年
七
月
三
〇

日
の
理
事
会
決
議
七
二
八
Ｆ（X

X
V

III

）
に
基
づ
き
事
務
総

長
が
受
領
す
る
通
報
で
、
政
府
回
答
が
あ
る
場
合
に
は
そ
れ

と
と
も
に
、
小
委
員
会
の
付
託
事
項
の
範
囲
内
に
お
け
る
重

大
か
つ
信
頼
で
き
る
程
度
に
立
証
さ
れ
た
人
権
及
び
基
本
的

自
由
の
侵
害
の
一
貫
し
た
形
態
を
示
す
と
思
わ
れ
る
す
べ
て

の
通
報
を
、
そ
れ
ら
の
通
報
へ
の
小
委
員
会
の
注
意
を
喚
起

す
る
た
め
、
通
報
に
関
す
る
政
府
回
答
を
含
め
て
審
議
す
る
。

二

差
別
防
止
及
び
少
数
者
保
護
小
委
員
会
が
、
こ
の
決
議
実

施
の
第
一
段
階
と
し
て
、
第
二
三
会
期
に
お
い
て
、
事
務
総

長
が
理
事
会
決
議
七
二
八
Ｆ（X

X
V

III

）に
基
づ
き
、
か
つ
、

一
九
六
七
年
六
月
六
日
の
理
事
会
決
議
一
二
三
五（X

L
II

）

に
従
っ
て
、
受
領
す
る
通
報
の
受
理
可
能
性
の
問
題
を
取
り

扱
う
た
め
の
適
当
な
手
続
を
立
案
す
べ
き
こ
と
を
決
定
す
る
。

三

事
務
総
長
に
対
し
、
第
二
三
会
期
に
お
け
る
小
委
員
会
の

審
議
の
た
め
、
通
報
の
受
理
可
能
性
の
問
題
に
関
す
る
文
書

を
準
備
す
る
よ
う
要
請
す
る
。

四　

事
務
総
長
に
対
し
、
さ
ら
に
次
の
こ
と
を
要
請
す
る
。

（a）

理
事
会
決
議
七
二
八
Ｆ（X

X
V

III

）
に
従
い
事
務
総
長

が
準
備
す
る
通
報
の
一
覧
表
及
び
そ
の
要
録
を
、
政
府
か

ら
受
理
す
る
回
答
の
正
文
と
と
も
に
毎
月
小
委
員
会
委
員

に
提
供
す
る
こ
と
。

（b）　

通
報
者
の
身
元
の
開
示
に
関
す
る
理
事
会
決
議
七
二
八

Ｆ（X
X

V
III

）
二

（b）
の
規
定
に
妥
当
な
考
慮
を
払
い
、
作

業
部
会
委
員
が
要
求
す
る
こ
と
の
あ
る
通
報
一
覧
の
原
本

を
会
議
に
お
い
て
当
該
委
員
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
。

（c）

作
業
部
会
が
小
委
員
会
に
付
託
す
る
通
報
の
原
本
を
作

業
言
語
で
小
委
員
会
委
員
に
配
布
す
る
こ
と
。

五　

差
別
防
止
及
び
少
数
者
保
護
小
委
員
会
に
対
し
、
人
権
小

委
員
会
に
よ
る
審
議
を
必
要
と
す
る
重
大
か
つ
信
頼
で
き
る

程
度
に
立
証
さ
れ
た
人
権
侵
害
の
一
貫
し
た
形
態
を
示
す
と

思
わ
れ
る
特
定
の
事
態
を
人
権
委
員
会
に
付
託
す
る
か
ど
う

か
を
決
定
す
る
た
め
、
一
に
従
い
、
作
業
部
会
委
員
の
多
数

決
に
よ
っ
て
付
託
さ
れ
る
通
報
、
通
報
に
関
す
る
政
府
回
答

及
び
そ
の
他
の
関
連
情
報
を
非
公
開
の
会
合
に
お
い
て
審
議

す
る
よ
う
要
請
す
る
。

六　

人
権
委
員
会
に
対
し
、
小
委
員
会
に
よ
っ
て
付
託
さ
れ
る

事
態
を
審
査
し
た
後
、
当
該
事
態
に
つ
い
て
次
の
こ
と
を
決

定
す
る
よ
う
要
請
す
る
。

（a）

理
事
会
決
議
一
二
三
五（X

L
II

）
三
に
従
い
、
人
権
委

員
会
に
よ
る
徹
底
的
な
研
究
並
び
に
理
事
会
に
対
す
る
報

告
及
び
報
告
に
関
す
る
勧
告
を
必
要
と
す
る
か
ど
う
か
。

（b）

委
員
会
が
任
命
す
る
特
別
委
員
会
の
調
査
の
対
象
と
な

り
う
る
か
ど
う
か
。
こ
の
調
査
は
関
係
国
の
明
示
の
同
意

の
下
に
の
み
開
始
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
国
と
絶
え
ず
協
力

し
、
当
該
国
と
の
協
定
が
定
め
る
条
件
の
下
に
遂
行
さ
れ

る
。
い
か
な
る
場
合
に
も
、
調
査
は
、
次
の
場
合
に
限
り

開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（ⅰ）

国
内
で
利
用
可
能
な
す
べ
て
の
手
段
が
試
み
ら
れ
、

か
つ
、
そ
れ
が
尽
く
さ
れ
た
こ
と
。

（ⅱ）　

事
態
が
、
国
際
連
合
及
び
専
門
機
関
の
設
立
文
書
若
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し
く
は
そ
れ
ら
が
採
択
し
た
条
約
又
は
地
域
的
な
条
約

に
お
い
て
定
め
る
そ
の
他
の
手
続
に
よ
っ
て
取
り
扱
わ

れ
て
い
る
事
項
又
は
関
係
国
が
当
事
国
で
あ
る
一
般
的

な
若
し
く
は
特
別
の
国
際
協
定
に
従
い
そ
の
他
の
手
続

に
付
託
す
る
こ
と
を
望
む
事
項
に
関
係
し
な
い
こ
と
。

七

人
権
委
員
会
が
関
係
国
の
同
意
を
得
て
調
査
を
行
う
特
別

委
員
会
を
任
命
す
る
場
合
に
は
、
次
の
こ
と
を
決
定
す
る
。

（a）

特
別
委
員
会
の
構
成
は
、
人
権
委
員
会
が
定
め
る
。
特

別
委
員
会
の
委
員
は
、
そ
の
能
力
及
び
公
平
性
に
疑
問
の

余
地
の
な
い
独
立
の
個
人
と
す
る
。
そ
の
任
命
は
、
関
係

国
政
府
の
同
意
を
条
件
と
す
る
。

（b）

特
別
委
員
会
は
、
そ
の
手
続
規
則
を
定
め
る
。
そ
れ
は

定
足
数
規
則
に
従
う
。
特
別
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
場

合
に
は
通
報
を
受
理
し
、
証
人
を
尋
問
す
る
権
限
を
有
す

る
。
調
査
は
、
関
係
国
政
府
と
協
力
し
て
行
わ
れ
る
。

（c）

特
別
委
員
会
の
手
続
は
非
公
開
と
し
、
そ
の
審
理
は
非

公
開
の
会
合
で
行
い
、
か
つ
、
そ
の
通
報
は
い
か
な
る
形

で
も
公
表
さ
れ
な
い
。

（d）

特
別
委
員
会
は
、
調
査
の
前
、
そ
の
間
及
び
そ
の
後
に

お
い
て
も
友
好
的
解
決
の
た
め
努
力
す
る
。

（e）

特
別
委
員
会
は
、
適
当
と
認
め
る
見
解
と
提
案
を
付
し

て
人
権
委
員
会
に
報
告
す
る
。

八　

差
別
防
止
及
び
少
数
者
保
護
小
委
員
会
又
は
人
権
委
員
会

が
こ
の
決
議
の
実
施
の
た
め
に
と
る
す
べ
て
の
行
動
は
、
人

権
委
員
会
が
経
済
社
会
理
事
会
に
勧
告
す
る
こ
と
を
決
定
す

る
時
ま
で
非
公
開
と
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

九　

事
務
総
長
に
対
し
、
国
際
連
合
事
務
局
人
権
部
の
現
職
員

を
利
用
し
て
、
こ
の
決
議
の
実
施
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
の
あ

る
す
べ
て
の
便
益
を
提
供
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

一
〇

人
権
及
び
基
本
的
自
由
の
侵
害
に
関
す
る
通
報
処
理
の

た
め
こ
の
決
議
に
定
め
る
手
続
は
、
当
該
通
報
を
取
り
扱
う

権
限
を
有
す
る
新
し
い
機
関
が
国
際
連
合
内
で
又
は
国
際
協

定
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
る
場
合
に
は
再
検
討
す
べ
き
こ
と
を

決
定
す
る
。

ベ
ー
シ
ッ
ク
条
約
集




